
             鹿児島市         令和 8 年 4 月１日現在 

【融資条件】 

◎ 融資限度額 事業転換・多角化 1,200 万円   

事業拡大・海外販路拡大・ 

新特産品コンクール 3,000 万円 

◎ 資 金 使 途 運転資金、設備資金 

◎ 融 資 期 間 運転 7 年以内（1年据置含） 

 設備 10 年以内（1年６月据置含） 

◎ 融 資 利 率 年 1.85％～2.45%  

※利率は変動する場合があります。 

◎ 保 証 料 率 年 0.45％～1.90％ ※市補助前 

◎ 保証料補助 事業転換・多角化・事業拡大・海外販路拡大 ３分の２ 

※事業転換・多角化・事業拡大で、対象セミナー等（上記枠内参照）の修了者は４分の 3   

新特産品コンクール ５分の４ 

◎ 連帯保証人 信用保証協会の定めるところによる。 

◎ 取扱金融機関 鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、鹿児島興業信用組合、 

鹿児島県医師信用組合、鹿児島みらい農業協同組合、奄美大島信用金庫、福岡銀行、 

西日本シティ銀行、肥後銀行、熊本銀行、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、商工組合中央金庫 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 8 年度 鹿児島市中小企業融資制度 

鹿児島市では、市内に住所と事業所を有し、同一事業を１年以上営んでいて、次のいずれかに

該当する方を対象とした新事業展開支援資金を設けています。 

  

 

鹿児島市産業支援課金融係 〒８９２－８６７７鹿児島市山下町１１－１（市役所みなと大通り別館 5 階） 
ＴＥＬ：０９９－２１６－１３２４ ＦＡＸ：０９９－２１６－１３０３ 

開庁時間：8 時 45 分～16 時 30 分（電話対応：8 時 30 分～17 時 15 分）  鹿児島市 融資  

☆上記取扱金融機関へ直接お申し込みください。 

対象セミナー等（市が発行する証明書が必要。以下のセミナー等

受講者の受講証明書(街なかリノベーション実践セミナーは修了

書)を発行しています。） 

・創業スキル養成講座【市】 

・ソーホーかごしまインキュベーションマネージャーによる 

個別支援【市】 

・街なかリノベーション実践セミナー【市】令和７年度まで実施 

・創業塾【商工会議所】 

・経営指導員、専門家等によるハンズオン支援【商工会議所、 

商工会】など 

※・受講年度を含め 2 年度以内のセミナー等が対象 

（今年度は 2025 年度（令和 7 年度）以降の受講） 

・街なかリノベーション実践セミナーは令和 4 年度から 

令和 7 年度の修了者が対象 

（資金一覧）  
検 索 

新新事事業業展展開開支支援援資資金金ののごご案案内内  

 

 

事業転換や多角化をするための資金 

（例） 

 
小売業 
飲食業 

 

 

サービス業 
 

小売業 

多角化 転換 

事業転換・多角化  

海外への販路拡大のための資金 
【資金使途例】 

① 海外向けの製品の開発・製造費 

 ② 海外への輸出に係る経費 

 ③ 海外での市場調査、海外見本市・商談会参加に係る

経費 

 ④ 海外営業拠点の開設に係る経費 

 ⑤ 海外における知的財産保護に係る経費   など 

※上記以外でも、海外販路拡大に関する費用であれば可 

※輸入に関するものは除きます。 

 海外販路拡大 

 

「かごしまの新特産品コンクール」において入賞

した中小企業者が、販路拡大や商品開発等に要す

る資金 
※融資対象期間は、入賞年度を含め５年度以内 

【今年度は、2022 年度（令和４年度）以降の入賞者】 

新特産品コンクール 

 
 

市内において新規雇用を伴う、現事業の事業拡大（新
店舗の出店、事務所や工場の新設）を行うための資金 
※移転や増設は対象になりません。 

 

（例） 

小売業 
１号店 

小売業 
１号店 

事業拡大 

小売業 
２号店 

事業拡大 


